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○
国
土
交
通
省
令
第
七
十
三
号 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
籍
調
査
作
業
規
程
準
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日 

国
土
交
通
大
臣 

斉
藤 

鉄
夫 

地
籍
調
査
作
業
規
程
準
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

地
籍
調
査
作
業
規
程
準
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

参考
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
現
地
調
査
等
の
通
知
） 

（
現
地
調
査
等
の
通
知
） 

第
二
十
条 
（
略
） 

第
二
十
条 

（
略
） 

２ 

地
籍
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
地
籍
調
査
を
効

率
的
に
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
所
有
者
等
に
、
現

地
調
査
に
代
え
て
図
面
等
調
査
を
実
施
す
る
旨
及
び
調
査
の
実
施
に
必
要
な
事
項

に
関
す
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
す
べ
き
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

     

一 

前
項
の
通
知
を
受
け
た
土
地
の
所
有
者
等
が
、
遠
隔
の
地
に
居
住
し
て
い
る

こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
現
地
以
外
の
場
所
に
お
い
て
現
地
に
関
す
る
図

面
、
写
真
そ
の
他
資
料
（
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
に

お
い
て
「
図
面
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
行
う
一
筆
地
調
査
（
以
下
「
図
面

等
調
査
」
と
い
う
。
）
の
実
施
を
希
望
す
る
旨
を
申
し
出
た
場
合 

二 

前
項
の
通
知
を
受
け
た
土
地
の
所
有
者
等
と
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合 

２ 

地
籍
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
土
地
の
所
有
者
等
が
、

遠
隔
の
地
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
現
地
以
外
の
場
所
に

お
い
て
現
地
に
関
す
る
図
面
、
写
真
そ
の
他
資
料
（
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
及

び
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
図
面
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
行
う
一
筆
地

調
査
（
以
下
「
図
面
等
調
査
」
と
い
う
。
）
の
実
施
を
希
望
す
る
旨
を
申
し
出
た

場
合
に
お
い
て
、
地
籍
調
査
を
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
所
有
者
等
に
、
現
地
調
査
に
代
え
て
図
面
等
調
査
を
実
施
す
る
旨

及
び
調
査
の
実
施
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
す
べ
き
旨

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
） 

   

 

（
新
設
） 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
筆
界
の
調
査
） 

（
筆
界
の
調
査
） 

第
三
十
条 

（
略
） 
第
三
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
２ 

（
略
） 

３ 

第
二
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
の
求
め

に
応
じ
な
い
土
地
の
所
有
者
等
（
当
該
求
め
に
応
じ
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
し
た

者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
無
反
応
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る

第
一
項
の
確
認
を
得
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
は
、
筆
界
案
を
当
該
無
反

応
所
有
者
等
に
送
付
し
、
当
該
筆
界
案
が
到
達
し
た
日
か
ら
二
十
日
を
経
過
し
て

（
新
設
） 
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も
当
該
無
反
応
所
有
者
等
か
ら
意
見
の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
当
該
無
反
応
所
有

者
等
に
よ
る
第
一
項
の
確
認
を
得
た
も
の
と
み
な
し
て
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

４ 

土
地
の
所
有
者
等
の
う
ち
に
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
所
在
不
明
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
で
、
か
つ
、
所
在
が
明
ら

か
な
他
の
所
有
者
等
に
よ
る
第
一
項
の
確
認
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
無
反
応
所
有

者
等
に
よ
る
第
一
項
の
確
認
を
得
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
得

て
筆
界
案
を
作
成
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
地
籍
調
査
を
行
う
者
が
通
常
用
い
る

公
示
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
筆
界
案
を
作
成
し
た
旨
を
公
告
し
、
そ
の
公
告
の
日

か
ら
二
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
所
在
不
明
所
有
者
等
か
ら
意
見
の
申
出
が
な
い

と
き
は
、
当
該
所
在
不
明
所
有
者
等
に
よ
る
第
一
項
の
確
認
を
得
ず
に
調
査
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

土
地
の
所
有
者
等
の
う
ち
に
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
所
在
不
明
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
で
、
か
つ
、
所
在
が
明
ら

か
な
他
の
所
有
者
等
に
よ
る
第
一
項
の
確
認
を
得
て
筆
界
案
を
作
成
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
地
籍
調
査
を
行
う
者
が
通
常
用
い
る
公
示
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
筆

界
案
を
作
成
し
た
旨
を
公
告
し
、
そ
の
公
告
の
日
か
ら
二
十
日
を
経
過
し
て
も
当

該
所
在
不
明
所
有
者
等
か
ら
意
見
の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
当
該
所
在
不
明
所
有

者
等
に
よ
る
第
一
項
の
確
認
を
得
ず
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

６ 

第
一
項
又
は
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
調
査
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
調
査
図
素
図
の
当
該
部
分
に
「
筆
界
未
定
」
（
街
区
境
界
調
査
に

あ
つ
て
は
「
街
区
境
界
未
定
」
）
と
朱
書
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

第
一
項
、
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
調
査
図
素
図
の
当
該
部
分
に
「
筆
界
未
定
」
（
街
区
境
界
調
査
に
あ
つ
て

は
「
街
区
境
界
未
定
」
）
と
朱
書
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
地
籍
測
量
の
方
式
） 

（
地
籍
測
量
の
方
式
） 

第
三
十
七
条 

（
略
） 

第
三
十
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

航
測
法
に
よ
る
地
籍
測
量
は
、
令
別
表
第
四
に
定
め
る
精
度
区
分
乙
一
、
乙
二

又
は
乙
三
が
適
用
さ
れ
る
区
域
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

航
測
法
に
よ
る
地
籍
測
量
は
、
令
別
表
第
四
に
定
め
る
精
度
区
分
乙
二
又
は
乙

三
が
適
用
さ
れ
る
区
域
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
作
業
の
順
序
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

（
作
業
の
順
序
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

地
籍
図
根
測
量
及
び
地
籍
細
部
測
量
は
、
一
筆
地
調
査
と
併
行
し
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

４ 
地
籍
図
根
測
量
は
、
一
筆
地
調
査
と
併
行
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
筆
界
点
の
位
置
の
点
検
） 

（
筆
界
点
の
位
置
の
点
検
） 
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第
七
十
二
条 

筆
界
点
の
位
置
は
、
そ
の
位
置
が
現
地
の
位
置
を
正
し
く
表
示
し
て

い
る
か
ど
う
か
を
点
検
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
十
二
条 

筆
界
点
の
位
置
は
、
そ
の
位
置
が
現
地
の
位
置
を
正
し
く
表
示
し
て

い
る
か
ど
う
か
を
点
検
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
点
検
を
終
え
た
と
き
は
、
筆
界
点
成
果
簿
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
） 

 
 

（
地
籍
図
原
図
の
作
成
） 

第
七
十
四
条 

（
略
） 

（
地
籍
図
原
図
の
作
成
） 

第
七
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
作
業
を
終
え
た
と
き
は
、
筆
界
点
番
号
図
及
び
地
籍
図
一
覧
図
（
街
区

境
界
調
査
に
あ
つ
て
は
街
区
境
界
調
査
図
一
覧
図
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
作
業
を
終
え
た
と
き
は
、
筆
界
点
番
号
図
、
筆
界
点
成
果
簿
及
び
地
籍

図
一
覧
図
（
街
区
境
界
調
査
に
あ
つ
て
は
街
区
境
界
調
査
図
一
覧
図
）
を
作
成
す

る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
標
定
点
等
及
び
航
測
図
根
点
の
選
定
） 

第
七
十
七
条 

空
中
写
真
測
量
に
必
要
な
水
平
位
置
及
び
標
高
の
基
準
と
な
る
点
（

以
下
「
標
定
点
」
と
い
う
。
）
又
は
航
空
レ
ー
ザ
測
量
に
お
け
る
航
空
レ
ー
ザ
計

測
（
航
空
機
又
は
無
人
航
空
機
に
搭
載
し
た
レ
ー
ザ
測
距
装
置
と
地
表
面
又
は
地

物
と
の
距
離
並
び
に
当
該
レ
ー
ザ
測
距
装
置
の
位
置
及
び
傾
き
の
計
測
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
結
果
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
（
第
八
十
一
条
の
四
に
お
い
て
「
航
空

レ
ー
ザ
計
測
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
の
点
検
及
び
調
整
を
行
う
た
め
に
必
要
な
水

平
位
置
及
び
標
高
の
基
準
と
な
る
点
（
以
下
「
調
整
点
」
と
い
う
。
）
は
、
地
籍

図
根
三
角
点
等
又
は
単
点
観
測
法
に
よ
り
観
測
さ
れ
た
点
を
使
用
す
る
も
の
と
し

、
単
点
観
測
法
に
よ
り
観
測
さ
れ
た
点
の
座
標
値
は
、
周
辺
の
細
部
図
根
点
等
と

の
整
合
性
の
確
保
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
然
物
又

は
既
設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

（
標
定
点
等
及
び
航
測
図
根
点
の
選
定
） 

第
七
十
七
条 

空
中
写
真
測
量
に
必
要
な
水
平
位
置
及
び
標
高
の
基
準
と
な
る
点
（

以
下
「
標
定
点
」
と
い
う
。
）
又
は
航
空
レ
ー
ザ
測
量
に
お
け
る
航
空
レ
ー
ザ
計

測
（
航
空
機
又
は
無
人
航
空
機
に
搭
載
し
た
レ
ー
ザ
測
距
装
置
と
地
表
面
又
は
地

物
と
の
距
離
並
び
に
当
該
レ
ー
ザ
測
距
装
置
の
位
置
及
び
傾
き
の
計
測
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
結
果
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
（
第
八
十
一
条
の
四
に
お
い
て
「
航
空

レ
ー
ザ
計
測
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
の
点
検
及
び
調
整
を
行
う
た
め
に
必
要
な
水

平
位
置
及
び
標
高
の
基
準
と
な
る
点
（
以
下
「
調
整
用
基
準
点
」
と
い
う
。
）
は

、
地
籍
図
根
三
角
点
等
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
然
物
又
は
既
設

の
工
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

２ 

標
定
点
及
び
調
整
点
（
以
下
「
標
定
点
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
条
件
に
基
づ
い
て
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

標
定
点
及
び
調
整
用
基
準
点
（
以
下
「
標
定
点
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
条
件
に
基
づ
い
て
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 
一
・
二 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
選
定
の
結
果
は
、
標
定
点
選
点
図
又
は
調
整
点
選
点
図
に
取
り
ま
と

め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
前
二
項
の
選
定
の
結
果
は
、
標
定
点
選
点
図
又
は
調
整
用
基
準
点
選
点
図
に
取

り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。 

４
～
６ 

（
略
） 

４
～
６ 
（
略
） 

 
 

（
補
備
測
量
に
お
け
る
一
筆
地
測
量
） 

（
補
備
測
量
に
お
け
る
一
筆
地
測
量
） 
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第
八
十
三
条 

第
四
十
六
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
及

び
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
八
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
一
筆
地
測
量

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
八
条
中
「
地
籍
図
根
点
等

及
び
細
部
図
根
点
（
以
下
「
細
部
図
根
点
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
細

部
図
根
点
等
又
は
航
測
図
根
点
」
と
、
第
七
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

七
十
条
の
三
、
第
七
十
条
の
五
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
中
「
細
部
図
根
点
等
」

と
あ
る
の
は
「
細
部
図
根
点
等
又
は
航
測
図
根
点
」
と
、
第
七
十
条
の
二
第
二
項

中
「
地
籍
図
根
測
量
又
は
細
部
図
根
測
量
に
引
き
続
き
行
う
場
合
を
除
き
」
と
あ

る
の
は
「
与
点
と
す
る
細
部
図
根
点
等
又
は
航
測
図
根
点
が
地
籍
測
量
の
着
手
前

に
設
置
さ
れ
た
既
設
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
十
三
条 

第
四
十
六
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で

の
規
定
は
、
第
八
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
一
筆
地
測
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
八
条
中
「
地
籍
図
根
点
等
及
び
細
部
図
根
点
（
以

下
「
細
部
図
根
点
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
細
部
図
根
点
等
又
は
航
測

図
根
点
」
と
、
第
七
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
条
の
三
、
第
七
十

条
の
五
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
中
「
細
部
図
根
点
等
」
と
あ
る
の
は
「
細
部
図

根
点
等
又
は
航
測
図
根
点
」
と
、
第
七
十
条
の
二
第
二
項
中
「
地
籍
図
根
測
量
又

は
細
部
図
根
測
量
に
引
き
続
き
行
う
場
合
を
除
き
」
と
あ
る
の
は
「
与
点
と
す
る

細
部
図
根
点
等
又
は
航
測
図
根
点
が
地
籍
測
量
の
着
手
前
に
設
置
さ
れ
た
既
設
の

も
の
で
あ
る
場
合
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
籍
調
査
作
業
規
程
準
則
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
国
土
調

査
法
第
五
条
第
三
項
、
第
六
条
第
二
項
又
は
第
六
条
の
四
第
二
項
の
届
出
の
あ
っ
た
作
業
規
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
籍
調
査
作
業
規
程
準
則
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
同
法
第
五
条
第
三
項
、
第
六
条
第
二
項
又

は
第
六
条
の
四
第
二
項
の
届
出
の
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 


